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序　　　　　文

国際協力事業団は、平成 9年 12月にパナマ共和国実施機関と締結した討議議事録（R／D）に基

づき、中小規模牧畜農家に適した乳肉兼用牛の生産技術を開発し、牛の生産性向上を図るプロ

ジェクト方式技術協力「パナマ牛生産性向上計画」を平成10年 4月 11日から 5か年の計画で実施し

ています。

本プロジェクトは平成15年 4月 10日に協力期間を終了することから、協力期限の半年前をもっ

て終了時評価調査団を派遣しました。本調査団は相手国側と合同の評価チームをつくり、今回の

プロジェクトを総合的に評価し、計画達成度を把握するとともに、プロジェクト終了後の自立発

展性について検討することを目的としています。

本報告書は同調査団の調査・評価結果を取りまとめたものです。ご協力頂いた内外関係各機関

に謝意を表するとともに、プロジェクト終了後もこの報告書が広く活用され、成果が一層発展す

ることを願うものです。

平成 14年 12月

国際協力事業団
農業開発協力部

部 長 中 川 和 夫





モデル農家の搾乳施設（左）とそれをモデルに近隣農家が設置した施設（右）

供与された飼料生産用機材（トクメン試験場） 開発された技術実証のためのモデル農家
（アスエロ地域）

トクメン試験場に整備された搾乳施設 トクメン試験場の改良草地



モデル農家の改良草地 モデル農家に設置された簡易サイロ

使われなくなった豚舎を活用したサイロ
（モデル農家）

国立農学校の研修生

農牧開発省大臣の挨拶 合同調整委員会での署名式



略語一覧

ANAGAN ：National Cattle Farmers Association （全国牧畜組合）

BDA ：Agricultural Development Bank （農業開発銀行）

CEIAT ：Tocumen Agricultural Teaching and Research Center （トクメン試験場）

IDIAP ：Panama Agricultural Research Institute （農業調査研究所）

INA ：Agricultural National Institute （国立農学校）

INYPSA ：Information and Project Co., Ltd. （インプサ社）

JCC ：Joint Coordinating Committee （合同調整委員会）

MEF ：Ministry of Economy and Finance （経済財務省）

MIDA ：Ministry of Agricultural Development （農牧開発省）

PROMEGA：Cattle Productivity Improvement Project （牛生産性向上計画）

UP ：University of Panama （パナマ大学）

WTO ：World Trade Organization （世界貿易機構）



評価調査結果要約表
I.　案件の概要

国名：パナマ共和国 案件名：牛生産性向上計画

分野：畜産 援助形態：プロジェクト方式技術協力

所轄部署：農業開発協力部畜産園芸課 協力金額（評価時点）：5億 3,388万 3,000円

先方関係機関：パナマ大学

協力期間 （R／D）：1998年 4月 11日～ 2003年 4月 10日 日本側協力機関：農林水産省生産局

他の関連協力：

1． 協力の背景と概要

パナマ共和国（以下、「パナマ」と記す）の牧畜業は農林水産業部門（GDP比 10％）の約 4割を占める重要な

産業である。しかし、その 9割に達する中小規模牧畜農家は技術が未熟で生産効率が上がらず、経営基盤が

脆弱なため所得は低く、安定していない。さらに世界貿易機構（WTO）加盟による自由競争のなか、これら中

小規模牧畜農家の生産性向上と所得安定は国の急務となってきた。こうした背景からパナマ政府は、中小規

模牧畜農家に適応した畜産技術の改善を図り、早急に国内牧畜業の振興及び国際競争力強化を目的としたプ

ロジェクト方式技術協力を我が国に要請してきた。

2． 協力内容

（1）上位目標

小規模牧畜農家の所得が向上する。

（2）プロジェクト目標

小規模牧畜農家に適した乳肉兼用牛の生産技術が確立されることにより、技術者及び生産者の畜産技術

が改善され、牛の生産性が向上する。

（3）成　果

① 適正飼料生産管理技術の確立

② 適正飼養管理技術の確立

③ 適正繁殖管理技術の確立

④ カウンターパート（C／ P）、農牧開発省普及員、モデル農家が上記適正な牛生産技術を習得する

（4）投入（評価時点）

日本側：

　　長期専門家派遣 10名 機材供与 1億 2,083万 1,000円

　　短期専門家派遣 16名 ローカルコスト負担 5,968万 5,000円

　　研修員受入れ 21名

相手国側：

　　C／ P配置 11名 ローカルコスト 35万米ドル

　　土地・施設提供 施設整備費 7万 9,000米ドル

II. 評価調査団の概要

調 査 者 担当分野 氏　名 所属・役職

総　　括 稲田　幸三 国際協力事業団農業開発協力部次長

繁殖／飼料生産 有山　賢一 独立行政法人家畜改良センター十勝牧場衛生課長

／飼養管理

農業行政協力 島崎　和久 農林水産省総合食料局国際部技術協力課プロジェクト企画係長

計画評価 布野　秀隆 国際協力事業団農業開発協力部畜産園芸課課長代理

評価分析 桜井　正信 内外エンジニアリング株式会社

調査期間 2002年 11月 13日～ 11月 24日 評価種類：終了時評価



III. 評価結果の概要

1． 評価結果の要約

（1）妥当性

パナマ政府は、農村部の貧困解消及び貿易自由化への対応策として、農牧業の振興を進めている。一方、

農家は低下傾向にある乳価に対応するため、生産性の向上を強く望んでいる。したがって、本協力は同国

の国家政策及び社会的ニーズに合致している。

（2）有効性

作業日誌の作成により、牧畜農家の経営実態が把握され、結果として農家ごとに適応技術の選択導入が

可能となり、下記分野における生産性の向上、さらには農家の所得の増加につながった。

①　飼料生産管理･･･乾期の飼料確保による乳量増加

②　飼養管理･･･････初回分娩の早期化による生涯搾乳期間の延長

③　繁殖管理･･･････乳牛の能力向上による乳量増加

（3）効率性

専門家派遣、機材の投入、研修員の受入れは適切に実施され、草の根無償やシニアボランティアとの連

携も図っている。また、実証施設整備の遅れや旱魃の影響があったが、技術移転は適切に行われた。

（4）インパクト

1） プロジェクトの開発した普及システムが、パナマ畜産振興計画（普及部分）策定の際に参考とされた。

2） パナマ大学は小規模畜産農家の支援・持続的発展を図るための機関「PROMEGA Institute」の設立を検討

している。

3） 農牧開発省（MIDA）が普及員養成のために、パナマ大学に普及修士コースを設立した。

4） 国立農学校がプロジェクトの作成した経営診断マニュアルを使用した授業を準備中である。

5） モデル農家が作業員を雇用し、地域の雇用を創出した。

6） 庇陰林の創出、荒地の草地化により、環境保全がなされた。

7） マスメディアを利用した普及活動により、一般国民にもプロジェクト活動が知られることとなった。

8） 1戸のモデル農家が優良農家として大統領表彰を受けた。

（5）自立発展性

1） MIDAがパナマ大学内に農業技術普及の修士コースを設立し、普及人材育成を開始している。

2） プロジェクトの将来展望を図るPROMEGA Instituteが、パナマ大学の新しい組織として設立されること

が検討されている。

3） パナマ政府は協力終了後も PROMEGA Instituteに毎年 10万米ドルを支援予定であり、また、牛乳販売

等による自己収入も強化される予定である。

4） 協力終了後もC／ Pが現在の職場で引き続き勤務する予定である。

5） 改善技術はモデル農家のみならず、周辺農家にも導入されている。

2． 効果発現に貢献した要因

（1）計画内容に関すること

パナマでは、政権が代わるごとに各省庁の大臣のみならず、局長クラスの幹部にまで人事異動が及び、一

貫した政策が推進されにくい。一方、パナマ大学は、人事的には安定しており、人材も豊富で、かつ予算

的には大学全体予算のなかでの自主運用が可能であることから、政府機関に比べて、人事、予算両面で優

位性があった。

（2）実施プロセスに関すること

パナマ大学側の努力により、協力期間のほとんどで、3分野各 3名の C／ Pがフルタイムで配置された。



3． 問題点及び問題を惹起した要因

（1）計画内容に関すること

プロジェクトの計画策定段階において、技術の開発のみでなく、その普及も考慮に入れるべきであった。

（2）実施プロセスに関すること

当初、プロジェクトサイトの実証展示牧場内で実証・確立した技術を各モデル農家に移転することとし

ていたが、牧場の施設整備が遅延したため、専門家がC／ Pとともにモデル農家に赴き、直接現地で技術

の実証・移転することを余儀なくされた。

4． 結　論

各分野の活動については、実証展示牧場の整備の遅延や旱魃による牧草生育への影響などはあったものの、

技術移転は順調に行われ、プロジェクト目標は期間内に達成できる見込みであり、計画どおり終了する。

5． 提　言

（1）残された活動やプロジェクト終了に向けた準備を確実に実施すること。特に、JICAから供与された機材

の適正な使用や維持管理のための制度を確立すべきである。

（2）上位目標達成に向けて、現在実施されているC／ Pの活動が強化されるよう、必要な予算の確保、人員

の配置、機材の供与を引き続き実施すべきである。

（3）小規模農家へ適正技術を効果的に普及させるためには、経済的インセンティブが重要であるため、小規

模畜産農家への経営指導を積極的に実施する必要がある。

（4）プロジェクトで開発された牛生産技術は、現在、選択された農家で実証展示されているが、上位目標を

達成するためには、プロジェクトの成果をアスエロ地域やその他の地域の小規模農家へも普及させるべき

である。その場合、MIDAが主体的な活動を担うことになり、関係機関とも連携のうえ、以下のような措

置を実施する必要がある。

① 乾期の水確保

② 小規模農家でも利用可能な融資の提供

③ 牛乳の品質や家畜衛生条件の改善

④ サイレージや乾草調製に必要な機材の供与

⑤ パナマに適した牛品種の選定

⑥ 農民の組織化の振興及び強化

6． 教　訓

（1）小規模農家支援のプロジェクトを計画するにあたっては、小規模農家の適正技術の開発のみならず、そ

の技術の小規模農家への普及も十分考慮する必要がある。

（2）本プロジェクトでは、プロジェクト目標の指標がモデル農家の範囲に限定されていたことから、プロ

ジェクト目標と指標との間に大きな隔たりがあった。モデル農家のみでなく、他の農家も関連する指標が

選定されるべきであった。

（3）ターゲットグループへの経営モデルを構築する必要がある場合、費用効果分析が不可欠である。
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第 1章　終了時評価調査団の概要

1－1 調査団派遣の経緯と目的

パナマ共和国（以下、「パナマ」と記す）の牧畜業は農林水産業部門（GDP比 10％）の約 4割を占

める重要な産業である。しかし、その 9割に達する中小規模牧畜農家は技術が未熟で生産効率が

上がらず、経営基盤が脆弱なため所得は低く、安定していない。さらに世界貿易機構（WTO）加盟

による自由競争のなか、これら中小規模牧畜農家の生産性向上と所得安定は国の急務である。こ

うした背景からパナマ政府は、中小規模牧畜農家に適応した畜産技術の改善を図り、国内牧畜業

の振興及び国際競争力強化を目的としたプロジェクト方式技術協力を我が国に要請してきた。

これを受けて JICAは事前調査等を重ねたのち、1997年 12月に実施協議調査団を派遣し、パナ

マ政府関係機関と討議議事録（R／D）及び暫定実施計画（TDIP）の署名・交換を行い、1998年 4月

11日から 5年間の技術協力を開始した。

本プロジェクトは 2002年度が実質的に最終年度にあたるため、協力期限の約半年前をもって今

回の終了時評価調査団を派遣する。調査団（日本側）及び相手国側から成る合同評価チームにより

当該案件を総合的に評価し、計画達成度を把握するとともに、プロジェクト終了後の自立発展性

について検討することを目的とする。

1－2 調査団の構成

担当分野 氏　名 所属・役職

総　　括 稲田　幸三 国際協力事業団農業開発協力部次長

繁殖／飼料生産
有山　賢一 独立行政法人家畜改良センター十勝牧場衛生課長

／飼養管理

農業行政協力 島崎　和久 農林水産省総合食料局国際部技術協力課プロジェクト企画係長

計画評価 布野　秀隆 国際協力事業団農業開発協力部畜産園芸課課長代理

評価分析 桜井　正信 内外エンジニアリング株式会社

1－3 終了時評価の方法

（1）日本側評価チーム（調査団）はパナマ側評価チーム（付属資料1の IV.2）とともに、専門家及

びC／ Pのインタビュー、C／ Pの発表、現地調査などを通じ、評価5項目に従って合同評価

を行い、合同評価報告書にまとめる。

（2）問題点等については協議を行い、協力期間経過後の自立的発展を促すための解決方針を提

示する。

（3）調査結果によりパナマ政府並びに我が国政府に提言すべき事項があれば、議事録としてま

とめ、署名・交換し、各政府関係者に提言する。
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第 2章　要　約

（1）協力期間

1998年 4月 11日～ 2003年 4月 10日

（2）先方関係機関

パナマ大学（農牧開発省：MIDA、経済財務省：MEF）

（3）協力の背景

世界貿易機構（WTO）加盟による自由競争のなか、国の主要産業である畜産業においては、そ

の 9割が小規模であり、技術が未熟で経営基盤が脆弱である。このため、パナマ政府は、小規

模牧畜農家に適応した技術改善を図り、生産性の向上と所得の安定を目的としたプロジェクト

方式技術協力を我が国に要請してきた。

（4）協力内容

1） 上位目標

アスエロ地域における小規模牧畜農家の所得が向上する。

2） プロジェクト目標

アスエロ地域における小規模牧畜農家の生産性が向上する。

3） 成　果

a） 現地適応技術の確立

・飼料生産管理

・飼養管理

・繁殖管理

b） 適応技術の普及（普及員、モデル農家等）

（5）投　入

1） 日本側

長期専門家　10名、短期専門家　16名、研修員受入れ　21名

機材供与　1億 2,083万 1,000円、ローカルコスト負担　5,968万 5,000円

2） パナマ側

C／ P配置　11名、土地・施設提供
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ローカルコスト　35万米ドル、施設整備費　7万 9,000米ドル

（6）評価結果の要約

1） 妥当性

パナマルーラルプラン（2001年）等を策定し、農牧業の振興を進めている。一方、農家は低

下傾向にある乳価に対応するため、生産性の向上を強く望んでいる。したがって本件協力は

国家政策及び社会的ニーズから妥当性は高い。

2） 有効性

作業日誌の作成により経営実態を把握し、結果として農家ごとに適応技術の選択・導入が

可能となり、生産性の向上、更には所得の増加につながった。

a） 飼料生産管理･･･ 乾期の飼料確保による乳量増加

b） 飼養管理･･･････ 初回分娩の早期化による生涯搾乳期間の延長

c） 繁殖管理･･･････ 乳牛の能力向上による乳量増加

3） 効率性

専門家派遣、機材の投入、研修員の受入れは適切に実施され、草の根無償やシニアボラン

ティアとの連携も図っている。また、実証施設整備の遅れや旱魃の影響があったが、技術移

転は適切に行われた。

4） インパクト

a） 制度的

・畜産振興計画（普及部分）策定の参考となった。

・関係機関の連携体制が構築された。

・新 PROMEGA設立の検討が開始された。

b） 技術的

・MIDAがパナマ大学に普及修士コースを設立した。

・国立農学校（INA）が経営診断マニュアルを使用し、授業を準備中である。

・国際セミナーができるまでになり、技術交換を実施している。

・商業ベースの農業技術普及を行うインプサ社（INYPSA）が日誌システムの採用を検討

している。

c） 経済的

・地域の雇用創出（モデル農家で作業員を雇用）

d） 環境保全

・庇陰林、荒地の草地化による環境保全
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e） 社会的

・テレビ、ラジオ、新聞等で牛生産性向上計画（PROMEGA）活動の普及に努めた結果、非

農家へも十分知らせることとなった。

・モデル農家の 1戸が優良農家として大統領表彰を受けた。

5） 自立発展

a） 制度的

・MIDAがパナマ大学に修士コースを設立し、普及人材育成を開始した。

・PROMEGA Institute がパナマ大学の新しい組織として正式な位置づけを検討されてい

る。

b） 財政的

・パナマ政府は協力終了後も PROMEGAに 10万米ドルを支援する。

・自己収入（牛乳販売等）が強化される予定である。

c） 技術的

・C／ Pが引き続き勤務する予定である。

・改善技術はモデル農家のみならず、周辺農家にも導入されている。

・成果の効果的活用のため、普及システムを整備する必要がある。

（7）結　論

プロジェクト目標は期間内に達成される見込みであり、予定どおり終了する。

（8）提　言

1） PROMEGAは残り 5か月の間、協力終了に向けての残された課題の達成や機材の維持管理

システムを構築すること。

2） 上位目標の達成に向け、予算・人員・機材等必要な手当をすること。

3） PROMEGAは農家の経営管理方法の指導にも積極的に対応すべきである。

4） プロジェクト終了後も、MIDAが中心になって関係機関の連携の下、確立された適応技術

を普及すべきである。

5） PROMEGAは技術開発及び普及支援の恒久的組織として位置づけられるべきである。

6） プロジェクトの成果は中米諸国に対しても広く活用されるべきである。

（例：JICA第三国専門家として）

（9）教　訓

1） プロジェクトの策定段階において、技術の開発のみでなく、その普及も考慮に入れるべき
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である。

2） PDMの指標は、モデル農家のみならず他の農家も考慮したものにすべきである。

3） 農家経営モデルを活用するため、費用効果の分析も行うべきである。
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第 3章　プロジェクトの実績

3－1 実施体制

（1）日本人専門家の配置状況

協力開始（1998年 4月）から 2001年 9月まではチーフアドバイザー、業務調整員、プロジェ

クトマネージャーは、C／ P機関であるパナマ大学の農牧学部本部（パナマ市内）に事務所を

設けて、そこで執務し、その他の技術専門家とC／ Pのうち 6名はトクメン試験場で、3名は

アスエロ駐在という体制であった。

その後チーフアドバイザー以下 3名が、トクメンサイトの整備に伴い、トクメン試験場に

合流した。このような勤務体制でのコミュニケーションは、当初は不足する部分もあったが、

合流後大いに改善された。アスエロ駐在員も含めた全体会議を月に 1回開催している。また、

毎月のアスエロ実地調査時にコミュニケーションを確保している。

（2）パナマ側C／ P配置状況

プロジェクトディレクターはパナマ大学学長であり、普段プロジェクト活動の現場には現

れない。2000年 9月末に学長が交代したため、同時にプロジェクトディレクターも交代した。

プロジェクトマネージャーは同大学元農牧学部長であり、チーフアドバイザーと同じ事務所

内で執務しており、相互の連絡体制を確保している。

技術分野のC／Pは同大学の3学部（自然科学部、農牧学部、獣医学部）のスタッフから成っ

ており、一部アスエロ分校にて勤務しているほかは、トクメン試験場に勤務している。技術

専門家のC／Pは、3分野各3名の計9名が常時配置されている。ただし、飼養管理分野のC／P

1名が海外留学のために 1999年 2月に離脱したが、2001年 2月には補充され、各分野ともに

3名体制で実施されている。

R／DにおいてC／ Pは 3分野各1名以上との規定があったが、パナマ大学側の努力により

協力期間のほとんどで、各分野3名のC／Pがフルタイムで配置されたことは、特筆に値する。

（3）技術移転体制及び状況

当初プロジェクト計画では、トクメン試験場内で実証・確立した技術を各モデル農家に移

転することとしていたが、トクメン試験場の施設整備が遅延したため、専門家がC／ Pとと

もにモデル農家に赴いて、直接現地で技術の実証・移転が行われた。トクメン試験場の施設

整備の遅延理由としては、建設用地がもともと水田であったため、排水不良地であり、その

対策に時間が掛ったことと、搾乳施設の建設手続きに時間を要したことがあげられる。
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また、本プロジェクトでは技術移転のためのセミナーが計 15回開催されており（今後終了

時までに 2回追加予定）、農牧開発省（MIDA）の技術者をはじめ、農業調査研究所（IDIAP）、

INA、農業開発銀行（BDA）等政府関係者、及び全国牧畜組合（ANAGAN）、インプサ社

（INYPSA）等民間団体職員が参加しており、延べ参加者は約 500名に達している。また、モデ

ル農家及びその他の小規模牧畜農家からの参加者も多く、延べ 115農家が技術移転を受けて

いる。

なお、2002年 9月に開催された国際繁殖技術セミナーでは、パラグアイ・ボリビア・ニカ

ラグア等中南米諸国12か国の技術者が参加し、本プロジェクトの技術紹介にとどまらず、畜

産部門の技術交流ネットワークが築かれたのが特筆される。

3－2 投入実績

（1）日本側の投入

1） 専門家派遣

1997年 12月に署名されたR／D及び暫定実施計画（TSI）に沿って、チーフアドバイザー、

業務調整、飼養管理、繁殖管理、飼料生産管理の 5分野延べ合計 10名の長期専門家を派遣

した。専門家の交代には、現地での引き継ぎ期間が設けられ、おおむね円滑に行われた。

そのほか必要に応じて合計 13名（延べ 15名）の短期専門家を派遣した。当計画では 2名

の短期専門家が複数回派遣され、現地事情を踏まえた技術移転を一層容易にしたと考えら

れる。また、第三国日系専門家としてパラグアイ・アスンシオン大学から専門家派遣でき

たことは、適正技術、現地事情精通、言葉などの要件を満たした結果といえる。

表 3－ 1　長期派遣専門家

専門家氏名 指導科目 派遣期間

高倉　宏輔 チーフアドバイザー 1998年 5月16日～ 2001年 5月 15日

小林　春雄 チーフアドバイザー 2001年 4月11日～ 2003年 4月 10日

川上　哲也 業務調整 1998年 5月16日～ 2001年 4月 15日

鈴木　和廣 業務調整 2001年 4月 1日～ 2003年 4月 10日

齋藤　政宏 飼養管理 1998年 4月11日～ 2001年 4月 10日

花立　信二 飼養管理 2001年 4月 1日～ 2003年 4月 10日

日田　　博　 飼料生産管理 1998年 5月16日～ 2000年 5月 15日

吉田　信威 飼料生産管理 2000年 7月 4日～ 2003年 4月 10日

橋本　敬次 繁殖管理 1998年 5月16日～ 2001年 5月 15日

岡田　真人 繁殖管理 2001年 4月11日～ 2003年 4月 10日
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表 3－ 2　短期派遣専門家

専門家氏名 指導科目 派遣期間

野中　克治 繁殖疾病診断 1999年 4月15日～ 1999年 5月 30日

仲泊　正次 飼料管理 1999年 5月14日～ 1999年 5月 30日

牧之内正人 農機具管理 1999年 9月 1日～ 1999年10月 30日

松井　史郎 飼料設計 1999年 9月 1日～ 1999年10月 30日

千葉　好夫 家畜繁殖疾病診断 2000年 9月22日～ 2000年10月 30日

林　　賢一 飼料給与計画 2000年 9月22日～ 2000年10月 30日

野崎　治彦 飼料生産管理 2000年 10月16日～ 2000年12月 15日

小室　重雄 酪農経営分析 2001年 10月16日～ 2001年12月 15日

2002年 8月13日～ 2002年10月 12日

有山　賢一 繁殖疾病診断 2001年 10月16日～ 2001年11月 15日

菊池　浩生 人工授精 2002年 1月22日～ 2002年 3月 8日

斎藤　英毅 技術普及手法 2002年 4月 9日～ 2002年 6月 7日

2002年 9月 6日～ 2002年11月 20日

高橋　繁男 草地飼料作物 2002年 7月 9日～ 2002年 8月 7日

仮屋　尭由 国際繁殖セミナー講師 2002年 9月 9日～ 2002年 9月 25日

Hideo　OKA 繁殖管理（第三国専門家） 2002年 9月10日～ 2002年10月 10日

2） 研修員受入れ

C／P研修員受入実績は、合計21名（うち2名は一般枠による集団コース参加者）である。

プロジェクト実施期間中に研修を受けたC／ Pはパナマ大学教授がほとんどであり、ほか

はMIDA畜産局 2名、IDIAP技官 2名である。

日本での主な受入機関は、沖縄県畜産試験場、家畜改良センター、畜産草地研究所等で

ある。

3） 機材供与

金額ベースでの投入実績は以下のとおりである。

単位：千円

区　分 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 合　計

機材供与費 43,616 40,690 23,001 13,524 0 120,831

4） ローカルコスト負担

プロジェクトを効果的に、スケジュールどおりに運営するため、プロジェクト活動に必

要な一般現地業務費、現地適用化活動費、特別対策セミナー開催費などの負担がなされた。

年度別の負担実績は下記のとおりである。

単位：千円

区　分 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 合　計

ローカルコスト負担費 4,000 9,206 15,323 10,406 20,750 59,685
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（2）パナマ側の投入

1） 建物及び施設

C／ P機関であるパナマ大学の構内にプロジェクト事務所を借用し、その他、同大学の付

属施設であるトクメン試験場をプロジェクトサイトとして利用した。また、本プロジェク

トの技術開発に関連して、2000年には搾乳施設が建設され、有効活用されている。

2） 要員配置

協力開始からこれまでに、プロジェクトディレクター 1名、プロジェクトマネージャー

1名が配置され、技術専門家である飼料生産管理、飼養管理、繁殖管理の3分野にそれぞれ

3名計 9名が配置された。

3） 予算措置

パナマ政府は、協力開始後3年間は年5万米ドルの予算を執行している。また4年目から

は倍増し、年10万米ドルを予算化した。予算執行時期の問題はあるものの、結果的に毎年

満額を執行しており、最終年度も同額以上の予算確保ができる模様である。これらの応分

の措置は評価すべきである。パナマ側の投入予算実績は以下のとおりである。

単位：米ドル

会計年度 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 合　計

予算措置 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 350,000.00

執行実績 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100,667.00 99,333.00 350,000.00

施設整備費（UP予算から） 0.00 0.00 73,852.79 5,539.86 0.00 79,392.65

計 50,000.00 50,000.00 123,852.79 106,206.86 99,333.00 429,392.65

3－3 活動実績

各分野の主な活動成果は以下のとおりである。

（1）飼料生産管理分野

モデル農家及び周辺農家における調査から利用草種、土壌の状況が明らかになった。また、

モデル農家が生産した牧草、飼料の栄養価が明らかになった。

飼料生産に関する現地適応型の技術として、以下の指導を行った。

1） 放牧地の維持管理技術として適切な草種の選定、簡易な草地更新の方法、施肥等の草

地管理の方法が指導された。モデル農家への牧草の導入は 80.4haであった。

2） 乾期用の飼料確保技術としてサイレージ調整、乾草調整、青刈り飼料作物の栽培技術

を指導した。モデル農家ではこれらの技術を組み合わせて乾期用の飼料を確保するよう

になった。2002年にはモデル農家全体で 251tのサイレージ調整が見込まれている。
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（2）飼養管理分野

モデル農家に業務日誌を記入させるように指導し、これによって、牛乳の生産量、放牧管

理及び飼料給与、牛群の管理、衛生管理、収支が明らかになった。

飼養管理に関する現地適応型の技術として以下の技術を指導した。

1） モデル農家ごとに乾期の飼料給与計画を立てて、飼料を給与すること。

2） ボディーコンディショニングスコア、日増体量等を用いて個体の状態を把握し、必要

に応じて補助飼料を使うなどの個体の状態に応じて飼料の給与を調節すること。

3） 疾病予防プログラムの策定、乳房炎の定期的検査により生産性の低い個体を淘汰する

こと。

上記の指導の結果、モデル農家での平均日乳量、1頭当たり日乳量が増加し、プロジェクト

目標達成についての指標「モデル農家が乾期にプロジェクト実施前の雨期と同程度の牛乳を生

産する」は、達成された。

また、生乳の衛生的な取り扱いのために、乳頭の消毒、機材の洗浄消毒等を指導し、2戸の

モデル農家は、生乳が 1 ランク上で取り引きされるレベル B の衛生条件を満たすように

なった。

（3）繁殖管理分野

モデル農家に業務日誌を記入させるように指導し、これを基に個体ごとの繁殖記録を作成

することによって、繁殖状況、繁殖障害の状況が明らかになった。

個体ごとの繁殖記録を基に繁殖障害牛の早期発見・治療・淘汰の指導が可能になった。

この結果、モデル農家の牛での分娩後、発情回帰日数はプロジェクト開始前170.6日（1998年）

から32.6日短縮されて138.0日（2001年）となった。分娩率はプロジェクト開始前76.4％（1998年）

から 86.2％（2001年）に改善された。

すべてのモデル農家で人工授精が実施され、72頭が人工授精により生産された。初心者を

対象とした講習会にモデル農家自らが参加して技術を習得した。

試験的な受精卵移植を 3回実施し、うち 1回はモデル農家で実施でした。

（4）研修・普及活動等

研修・普及活動として、研修会の開催、情報誌、マニュアル等の作成配布、ラジオのスポッ

ト放送、ホームページの開設が行われた。

研修会の開催は各活動分野が年 1回程度の開催を計画し、実行した。各活動分野における

実績は次のとおりである。参集の範囲は、研修会の性格により異なるが、普及にかかわる

MIDAの職員、INAの教員、学生、モデル農家、一般農家が参加した。
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飼料生産管理分野：飼料生産管理セミナー 3回、農機具整備セミナー、サイレージ調整農

場研修

飼 養 管 理 分 野：飼養管理セミナー 3回、畜産経営分析検討会

繁 殖 管 理 分 野：人工授精セミナー2回、繁殖疾病診断セミナー3回、国際繁殖セミナー

印刷物としては情報誌「PROMEGA Informa」が 10報、農家向けのマニュアルとして 11種（飼

料生産管理分野で 8種、飼養管理分野で 2種、繁殖管理分野で 1種）、技術移転マニュアルと

して1種が作成された。また、研修用のビデオテープ3種をスペイン語に吹き替えて作成した。

そのほかにラジオのスポット放送（月～土、30秒程度）、ホームページの開設（2001年 3月

から 2002年 10月までの間に 2,580名アクセス）が行われた。

3－4 実施プロセス

（1）活動の進捗状況

本プロジェクトでは、牛生産性向上をめざして、飼料生産管理、飼養管理、繁殖管理の各

専門家が派遣されており、それぞれの活動は年度活動計画に準じて、ほぼ計画どおりに実施

された。詳細は付属資料 3の「活動計画とその実績」を参照されたい。

（2）PDMの変化経過

1） 中間評価時点

・計画当初のPDMでは指標の表現があいまいで定性的であったため、これを具体的な数

値で測れるように、定量的な指標を極力盛り込むよう変更された。

・各活動から導かれる成果をその項目ごとに測れるように指標の数を適度に増やし、プ

ロジェクトがめざす目標をより分かりやすく表現できるように変更された。

2） 終了時（PDMe）時点

・プロジェクト目標はほぼ達成できる見込みであるので、プロジェクトの要約は変更し

ない。

・協力期間の投入（Input）の全体量がほぼ固まっているので具体的に記入する。

・プロジェクト目標が「小規模畜産農家の牛の生産性が向上する」であるため、その達成

の指標としてモデル農家以外の「いくつかの小規模農家が現地適応型の技術を導入す

る」項目を追記した。

・プロジェクト目標に対する外部条件として、上位目標が達成されるためには次の項目

が必要と考えられるため、より具体的な条件を追記した。

① PROMEGA Institute（仮称）が設置される。
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② プロジェクト自立発展のための予算が確保される。

（3）プロジェクト関係者の変化

1） 専門家とC／ Pとの関係性

各専門家のC／ P 9名に対し、個別アンケート調査をした結果、すべてのC／ Pが「プロ

ジェクト目標は達成され、成果は十分に評価できるものである」との回答を得た。また、専

門家とのコミュニケーションについては、開始当初は一部に言語上の問題から、意思の疎

通が困難であったとの回答はあったが、おおむね共同作業による技術移転は図られたと判

断できる。

2） モデル農家のプロジェクトへのかかわり方

モデル農家に対し、現地にて聞き取り調査した結果、すべての農家が飼育記録の日誌を

記入する習慣ができ、牛の定量的な管理が可能となった。これにより、周辺農家に対し、プ

ロジェクトによって習得した技術を教えるモデル農家が出てきた。

3） アスエロ地域の小規模畜産農家へのかかわり方

モデル農家インタビューによると、周辺小規模農家は 1戸当たり平均 20程度がモデル農

家を訪れている。また、解放日（1モデル農家にて）には、約 250戸の周辺農家が見学に来

た。なお、プロジェクトが開催した各種技術セミナーには約80戸のモデル農家以外の畜産

農家の参加があった。これにより本プロジェクトのアスエロ地域での期待感の高さがうか

がわれる。ただし、普及員の指導状況の実態については、十分な聞き取り調査ができな

かった。

4） 実施機関（パナマ大学）のオーナーシップ

実施機関責任者として、各専門家に常時3名のC／ P、計 9名が配置され十分な体制がと

られた。なお、パナマ大学長インタビューでは、本プロジェクト終了後はこの成果を生か

した「PROMEGA Institute」を設立し、自立発展に努めたいという意向であった。そのための

予算手当もMEFより年間 10万米ドルを確保している。

5） 関係機関の協力体制

関連機関であるMIDAは農牧業技術全般にわたっての普及活動を実施しているが、普及

員は存在するが正式な普及部署がなく、その実態は十分に把握できなかった。



- 13 -

第 4章　評価結果

4－1 妥当性

パナマ政府は農村部の貧困解消及び貿易自由化への対応策として、農村振興に政策の力点を置

いており、2001年 1月には農牧セクターのための戦略である「Panama Rural Plan 2001-2004年」を

発表した。当該プランでは農牧分野における競争力向上の必要性が強調されるとともに、小規

模牧畜農家の集中するアスエロ地域が重点地域に指定されている。2001年 6月には、農牧業改革

に関する法律第 25号が制定されたが、これによりパナマ政府は、小規模牧畜農家の生産性向上を

目的とする財政支援計画を導入している。

激化する国際競争により、農家に支払われる生乳の国内価格は危機に瀕しており、牛生産性向

上は政府及び小規模牧畜農家双方にとって、最重要課題の 1つとなっている。また、JICAは持続

可能な経済開発をパナマに対する協力の重点分野として位置づけており、本計画のめざす成果と

の整合性を有している。

以上のことからも、本計画のプロジェクト目標は、パナマ政府の政策及び受益者ニーズの双方

について高い妥当性を有しているものと考えられる。

4－2 有効性

プロジェクト目標の達成についての指標「モデル農家が乾期にプロジェクト実施前の雨期と同程

度の牛乳を生産する」は、達成された。また、各分野の活動についての指標として中間評価段階で

設定された指標についても、1つの指標「モデル農家の牛の分娩後発情回帰日数を平均120日以内

とする」を除いてすべて達成された。

モデル農家の活動を日誌形式で記録させることによって、生産した乳量、草地の管理作業、給

与した飼料、飼養管理の変更、乳房炎の治療やワクチン接種などの衛生管理、収支などが明らか

になった。これらのデータを基にプロジェクトが提案した技術を、モデル農家が導入することに

よって、生産性の向上、農家所得の向上に結びついた。

各分野の活動が現時点での成果に結びついたポイントとなる技術について、簡単に述べる。

プロジェクト目標達成のために、乾期の厳しいアスエロ地域では、乾期に給与する飼料の確保

が必須の課題である。従来、乾期に給与する飼料が確保できない場合には、搾乳を中止、牛の栄

養状態を低下するまま放置、牛を安値で処分などの措置がとられてきた。

（1）飼料生産管理分野では、簡易な施設を用いたサイレージの調整法、青刈り給与作物の栽培

などを通じて、乾期においても乳生産を続けるのに十分な飼料を確保するための指導を行っ

た。厳しかった2001年の旱魃においても、モデル農家では斃死する家畜を出すことなく乗り
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切ることができた。

（2）飼養管理分野では、給与する飼料をボディーコンディションスコアなどを参考に調節する

ことで、牛の栄養状態を維持することを指導した。この結果、特に育成牛で早い時期から発

情が認められ、発育状況を勘案しながら、繁殖に供することによって初回の分娩を早めるこ

とができた。

（3）繁殖管理分野では、分娩後発情の回復しない牛や受胎しない牛を治療したり、淘汰するこ

とによって、牛群としての生産性の向上に結びつけた。人工授精による産子はモデル農家で

72頭生産された。これらの産子は、モデル農家の後継牛として期待を集めているが、現時点

では育成段階にあるため、モデル農家での乳生産には寄与していない。しかしながら、搾乳

が始まれば、育種改良の効果として乳量の増加が期待される。

今回、唯一達成できなかった指標「モデル農家の牛の分娩後発情回帰日数を平均 120日以内とす

る」に関しては、設定時点の考え方として、年間を通じてモデル農家での繁殖可能な牛の 90％が

分娩・泌乳するものとし、各個体の分娩間隔として 405日（365日／ 0.9）、妊娠期間 285日を差し

引き、分娩後 120日以内に発情が回帰し、種付けが実施する必要があるとして、設定された模様

である。

暑熱のストレスや乾期の栄養水準の低下により、繁殖機能が低下することを考慮すれば、プロ

ジェクト開始当初の発情回帰日数170日を 138日まで落としたことは、十分評価に値すると考えら

れる。ちなみに2001年度の牛乳生産費調査によれば、我が国乳用牛の分娩間隔（全国平均）は14.1か

月であり、分娩後発情回帰日数は 138日になる。

4－3 効率性

（1）投入に対する妥当性

日本人専門家の数と派遣された期間はいずれも適当であったと思われる。また、協力期間

中に実施された 15 回のセミナーを通じて行われた技術移転は、MIDA の技術者をはじめ、

ANAGAN、IDIAP、BDA等政府関係者が延べ 360名、モデル農家及び周辺小規模農家が延べ

115名参加した。また中南米12か国の参加者を対象に開催されており、いずれも広範に及び、

正当なものであった。

また、日本から供与された機材や短期派遣専門家の派遣時期も適正であったと思われる。

以上より、本プロジェクトの活動のための投入は、トクメンサイトの実証展示牧場の整備

の遅れを除けば、全体的には妥当であったと判断できる。
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（2）成果に対する投入の効率性

成果達成を測る9つの指標のうち、「3-2モデル農家が牛の分娩発情回帰日数を平均120日以

内とする」を除いて、8項目で達成している。

飼料生産管理に関しては、モデル農家が牧草の栽培・利用技術、及びサイレージ調製等飼

料確保技術を導入するため、乗用トラクター、牧草刈取機、肥料散布機、収穫裁断機等が初

期の段階に投入され、効率的に活用された。

飼養管理では、モデル農家がマニュアルに沿って飼養管理を実証するため、牛衛機、遠心

分離器、自動血液検査装置、恒温器、実態顕微鏡等の機器が有効に投入・活用された。

また、繁殖管理分野では、人工授精の導入。分娩率の向上を図るため、液体窒素保管器、プ

ログラムフリーザー、ウォーターバス、オートクレープ等の機器類が適切な時期に投入され、

効果をあげたと判断される。

なお、各分野での年 1回のセミナー開催については、1999～ 2002年の 4年間で計14回開催

されており、このために投入されたセミナー経費、及びビデオ合成・編集器、拡声器、映写

スクリーン等はいずれも効率よく、有効に活用されている。

以上より、各専門家が成果を達成するために、投入した機材供与類はいずれもタイミング

よく適切な時期に効率よく投入されたと判断される。

4－4 インパクト

当プロジェクトが与えたインパクトは以下のとおりである。

（1）制度的インパクト

本プロジェクトで開発された現地適応型の技術をMIDAの技術者に移転させたことにより、

他のMIDAの技術者が畜産政策に取り組む姿勢に対し、正のインパクトを与えた。

牛生産性向上計画（PROMEGA）で作成された普及システムを参考として、MIDAは「普及シ

ステムマニュアル」を作成した。また、MIDAは、普及に関する短期派遣専門家が作成した、

パナマにおける普及及び組織化に関する報告書を活用している。したがって、これらの動向

はパナマにおける普及システムの推進について、大きな正のインパクトを与えることができ

た。

パナマ大学では本プロジェクト終了後、小規模畜産農家の支援・持続的発展を図るため新

たな組織「PROMEGA Institute」を創設する動きがあり、これにより関係機関（MEF、MIDA、

INA、IDIAP、ANAGAN等）の連携体制が強化されることとなる。

（2）技術的インパクト

主な技術的インパクトは次のとおりである。



- 16 -

1） MIDAはパナマ大学内に「普及に関する修士課程」を新設し、普及員を養成している。

2） 本プロジェクトでは、中南米 12か国からの参加者を得て「国際技術セミナー」を開催

し、これら諸国との交流ネットワークを創設した。

3） 国立農学校（INA）は PROMEGAで作成された経営診断シミュレーションプログラムを

導入した。

4） INYPSAは、PROMEGAが開発した農家の活動日誌の使用を導入しようと計画してい

る。

このように当プロジェクト（PROMEGA）はモデル農家及び周辺牧畜農家や、C／ P、MIDA

技術者及び他の関連機関に技術的な正のインパクトを与えた。

（3）経済・財政的インパクト

プロジェクトが実施されたことにより、夏期の飼料作物確保のため、青刈りトウモロコシ

及びソルゴ等の集約的栽培が導入された。このため、これらの飼料用作物の栽培管理・収穫

時には新たな農作業労働力が必要となってきた。これにより、アスエロ地域の労働雇用が増

大した（既に、モデル農家が数人の農作業労働者を雇っている）。

（4）環境的インパクト

当プロジェクトの目的の 1つである牧草地生産性の向上は、土壌管理の向上と土地被覆度

を増大させるのみならず、土壌の肥沃度増大及び土壌保全に役立った。また、牛の日陰をつ

くるための庇陰木の植林は環境にやさしい牛生産が可能となり、自然環境に対し正のインパ

クトを与えることができる。

（5）社会・文化的インパクト

当プロジェクトで作成したビデオのTV放映、技術改善紹介のラジオ放送、農牧祭への参加

展示等広範にわたる広報活動の実施により、アスエロ地域にとどまらず、パナマ全域にプロ

ジェクトの技術を紹介し、一般国民から高い関心を得ており、社会的なインパクトを与えた。

また、上記農牧祭の折には、モデル農家の 1 戸が大統領より優良農家として表彰され、

PROMEGAプロジェクトの紹介を含め広くパナマ国内に報道された。

4－5 自立発展性

（1）制度的側面

1） 農業普及を所掌するMIDAは、同省の全額出資によりパナマ大学に農業普及のための修

士課程を設置するなど、パナマ側でも農業普及促進のための取り組みが強化されている。
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2） 2002年 3月の合同調整委員会（JCC）において、本計画の関係協力機関（パナマ大学、MIDA、

IDIAP、ANAGAN、MEF）の協議により、プロジェクトの将来展望を図ることを目的に、

「PROMEGA Institute」を設立することが確認されており、これが実現すれば我が国の協力期

間終了後にも、計画の自立発展が確保されるものと考えられる。

（2）財政的側面

1） パナマ政府は、プロジェクト終了後もPROMEGAの活動のために毎年10万米ドルの予算

措置を確保することとしている。

2） 生乳販売代金、研修セミナー参加費等の自己収益の使用が可能であれば、PROMEGAの

活動は更に強化されるものと考えられる。

（3）技術的側面

1） C／ Pはすべてパナマ大学の教授であり、1人が海外留学のために離任した以外はすべて

プロジェクト開始当初から継続的に配置されている。C／ Pの大半はプロジェクト終了後

も引き続き各専門分野で活動を継続する予定であり、こうした点からもPROMEGAの自立

発展は確保されている。

2） モデル農家は、飼料生産管理、飼養管理及び繁殖管理のすべての分野について、本プロ

ジェクトで推奨する新技術を積極的に取り入れている。更に周辺農家についても

PROMEGAの新技術のいくつかをそれぞれのニーズに応じて導入している。このように当

該技術は、アスエロ及びその他の地域の小規模畜産農家に着実に定着しつつある。

3） プロジェクトの成果を今後、更に効果的に小規模畜産農家に適用していくためには、何

らかの普及システムの構築が必要であると考えられる。
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第 5章　提言及び教訓

5－1 提　言

（1）プロジェクトの自立発展性を確保するため、次の事項を合同評価委員会として提言するこ

ととした。

1） PROMEGAは、残された 5か月間で、残っている活動やプロジェクト終了に向けた準備

を確実に実施する必要がある。特に、JICAから供与された機材の適正な使用や維持管理の

ための制度を確立する。

2） 上位目標達成に向けて、現在実施されているC／ Pの活動が強化されるよう、必要な予

算の確保、人員の配置、機材の供与を引き続き実施する。

3） 小規模農家へ適正技術を効果的に普及するためには、経済的インセンティブが重要であ

る。よって、PROMEGAは、小規模牛生産農家への経営指導を積極的に実施する。

（2）加えて、プロジェクト終了後もプロジェクトで開発された牛生産技術を普及していくため、

技術的・財政的支援を含む、次のような措置を小規模牛生産農家のために実施すべきである

と提言した。

1） プロジェクトで開発された牛生産技術は、現在、選択された農家で実証・展示されてい

る。上位目標を達成するためには、プロジェクトの成果をアスエロやその他地域の小規模

牛農家へも普及すべきである。その場合、MIDAが主体的な活動を担うことになり、関係

機関とも連携のうえ、次のような措置を実施する。

a） 乾期の水確保

b） 小規模農家でも利用可能な融資の提供

c） 生乳の品質や家畜衛生条件の改善

d） サイレージや乾草調製に必要な機材の供与

e） パナマに適した牛品種の選定

f） 農民の組織化の振興及び強化

2） PROMEGAは、パナマ大学と関係機関との契約に基づいて、実施されている。プロジェ

クトの成果を更に発展させるためには、小規模牛生産農家への技術開発、及び普及支援の

機関として、パナマ大学の下、PROMEGAは恒久的な機関として運営される必要がある。

3） PROMEGAは、家畜繁殖分野で他の中米諸国へ技術協力を実施するうえで重要な役割を

果たすことが期待される。パナマは、第三国専門家の派遣などを通じて、プロジェクトの

成果を近隣諸国へ積極的に普及していく。



- 19 -

5－2 教　訓

本プロジェクトの実施を通じて、次のような 3つの教訓を得た。

（1）小規模農家支援のプロジェクトを計画するにあたっては、小規模農家の適正技術の開発の

みでなく、その技術の小規模農家への普及も十分考慮する必要がある。

（2）本プロジェクトでは、プロジェクト目標の指標がモデル農家の範囲に限定されていたこと

から、プロジェクト目標と指標の間に大きな隔たりがあった。モデル農家のみでなくほかの

農家も関連する指標が選定されるべきであった。

（3）ターゲットグループへの経営モデルを構築する必要がある場合、費用効果分析が不可欠で

ある。
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第 6章　総　括

（1）協力の妥当性

パナマは、ルーラルプラン（2001年）の策定など農業・農村開発を重点政策に位置づけ、農牧

業の振興に積極的に取り組んでいる。

また、畜産農家及び同組合においては、下落・低迷傾向にある生乳価格に対応するため、生

産性の向上が喫緊の課題となっており、そのための技術支援に関する要望が強い。

このようなことから、本件協力は政府の基本政策及び農民等の社会的ニーズに沿うものとし

て妥当であり、成果の一層の発展が望まれる。

（2）結　論

各分野の活動については、実証圃場の整備の遅延や旱魃による牧草生育への影響などはあっ

たものの、技術移転は順調に行われ、プロジェクト目標は期間内に達成できる見込みであり、計

画どおり終了する。

（3）プロジェクトの特徴

1） 実施機関の安定性

a） パナマは、政権が代わるごとに各省庁の大臣のみならず、局長クラスの幹部にまで人事

異動が及び、一貫した政策が推進されにくい。この点パナマ大学は、学長選挙はあるもの

の、度重なる政権交替の影響はない。

b） またパナマ大学は、必要に応じ独自の判断で、関係各部からハイレベルの技術者（教授レ

ベル）の協力を得ることができる。

c） 予算的には、政府関係機関の活動収益は、一度国庫に納入されたあとに要求によって再

配分されるが、パナマ大学は基本的に自主運用システムであり、実証農場等の収益はプロ

ジェクト運営に使用可能である。

d） したがって、パナマ大学は、人事的には安定しており人材も豊富で、かつ予算的には大

学全体予算のなかでの自主運用が可能であることから、政府機関に比べて、人事、予算両

面から優位性がある。

e） しかしながら、各担当分野ごとの活動や研究の追求に偏りがちな面もあることから、経

営感覚に優れた自立農家の育成をめざして、各分野間の一層の連携や経営分析の観点から

の取り組みを強化する必要がある。
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2） 活動方法

a） 牛生産性向上計画（PROMEGA）の活動は、大学の付属農場を整備して拠点とするととも

に、実証展示圃場としている。また 6戸のモデル農家を選定し、これを指導しつつ技術の

検証を行う現場密着型の方法をとっている。

b） モデル農家では、指導結果の展示効果をねらい農家公開日を設け、周辺農家等を集めた

技術の発表・講習会を開催し、普及の拠点的な役割としても機能させている。

c） MIDA担当部局はPROMAGAと連携しつつ、モデル農家も含め周辺農家に対しては通常

の普及活動を続けており、技術の波及が期待できる（モデル農家によれば、それぞれ数戸か

ら20戸程度の周辺農家が技術導入を始めており、可能な範囲で技術支援をしているとのこ

と）。

d） このようなモデル農家を中心に普及していく方法は PROMEGA 方式と呼ばれ、ルーラル

プランを実行するに際し、MIDAにおいても拠点農家を選出し、それを拠点に普及活動を

行う方式を導入し始めた。

（注）モデル農家は、MIDAから推薦された平均的小農（数～20ha程度）約200戸のなかから、ア

クセスのよさや投資意欲等を基に、作業日誌を毎日つけることを条件に選定した（農家のメ

リットは技術指導のみ）。

（4）今後の方向性

1） MIDA大臣の構想

a） 畜産農家は約 4万戸で、人口的には約 1割。畜産物は輸出入ともに主要産品であり、畜産

業の振興は社会的にも経済的にも重要な課題である。

b） 畜産農家は大別して次の 2つに分類できる。

① 大・中規模の農家

② 小規模・零細農家

①は国内市場のみならず国際市場もにらんだ経営をめざし、民間コンサルタントや自己

資金の活用を中心とした取り組みを考えている。政策のポイントは②であり、まず自給自

足的なレベルから国内市場（輸入代替）をねらって経営を指導していきたい。もちろん可能

であれば、将来の輸出をも考えたものとしたい。

c） この場合、技術支援が不可欠であるが、生産者の参加の下に技術開発を行い、同時に普

及していくことが重要である。

モデル農家を中心に実証展示、セミナー等を通じ周辺農家に波及効果をねらった

PROMEGAの活動は参考になり、今後の政策推進のモデルとしていきたい。
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2） パナマ大学長

a） 研究のみに偏りがちであった大学が、モデル農家と一体になった活動を行うことで現場

との連携が図れ、新しい活動システムの可能性を示すことができた。これは、研究と現場

と行政とを結ぶ、いわば触媒機能を果たすものである。

b） 今後は現 PROMEGA をベースに、全学協力の下で学長直属の独立機関「PROMEGA

Institute」を発足させることとしており、プロジェクトが終了する 2003年 4月までに構想を

実現するよう関係省庁とともに進めている。供与された機材類も新組織の財産となるよう

正式に整理する予定である（学則で規定する）。

c） 分野としては、現在の 3分野に灌漑分野なども加え、より農民ニーズに対応しやすい体

制を整えていきたい。

d） 活動方法は、PROMEGA方式を踏襲して、毎年数戸のモデル農家を選び、1年単位で地域

を少しずつ変えていきたい。そのモデル農家を中心に、現場密着型の技術の研究開発を続

けながら指導も行い、そこを拠点に技術を広げていきたい。モデル農家での活動が終了し

ても、モニタリングは当然続ける。

e） 将来は、このような技術開発手法や指導方法の蓄積を基にして、同様の課題を抱える中

米諸国に対して、現場適応技術の普及に協力していきたい。

（5）感　想

1） PROMEGAの活動は、既存の研究組織（大学、研究所等）と普及組織（MIDA畜産局、地方局

等）、更に現場（農民、農民組合）の活動とを同時に活性化させる「触媒効果」が確認され、開

発した技術がモデル農家や周辺農家に導入されるなど、様々な効果が実証された。

2） また、MIDA大臣やパナマ大学長が積極的な支援策を打ち出しており、MEFも予算的支援

を約束していることから、自立発展の可能性は高い。

3） しかしながら、今後の活動を効果的・円滑に進めるには、MIDAの地方部局や INAを中心

とする普及組織、IDIAPを中心とする研究体制と新 PROMEGAの位置づけ、役割分担を明確

にする必要がある。

そのため、PROMEGA再編に関する関係省庁の合意文書の締結が重要であり、日本人専門

家の助言のみならず、場合によっては普及分野の短期専門家の再投入による支援（今後の普及

方法の提案等）も検討する必要がある。

4） さらにPROMEGAは、将来的には中米地域の畜産技術の拠点になり得るものと考えられ、今

までの協力成果の一層の活用を期待して、再編の手続きが完了することを条件にアドバイ

ザー等を継続して派遣することも検討してはどうだろうか（例えば、ニカラグアへの第三国専

門家など）。
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1．調査日程

2002年 11月 11日（月）～ 11月 24日（日）

日順 月日 曜日 移動と業務 宿　泊

　　　成田発

1 11/11 月 午後　パナマ着 パナマシティー

　　　プロジェクト専門家打合せ

午前　パナマ大学表敬

　　　JICAパナマ事務所打合せ

2 11/12 火 　　　パナマ日本大使館表敬 パナマシティー

午後　農牧開発省表敬

　　　経済財政省表敬

午前　第 1回合同評価委員会（評価方法の打合せ）

3 11/13 水 　　　プロジェクトサイト視察（トクメン） パナマシティー

午後　プロジェクトカウンターパート（C／ P）からの活動報告

午前　アスエロへ移動

4 11/14 木 午後　国立農学校（INA）視察 チトレ

　　　モデル農家視察（1～ 2戸程度）

5 11/15 金 午前　モデル農家視察（同上、2～ 3戸程度） チトレ

午後　モデル農家全体会議

午前　パナマシティーへ移動

6 11/16 土 　　　評価レポート案作成 パナマシティー

午後　団内打合せ

7 11/17 日 終日　ミニッツ案作成、団内打合せ パナマシティー

8 11/18 月 午前　牛生産性向上計画（PROMEGA）の自立発展に関する全体会議

　　　（組織的位置づけ、普及計画等） パナマシティー

午後　C／ P個別インタビュー（評価チームとC／ Pのみ）

9 11/19 火 終日　第 2回合同評価委員会（評価レポートの打合せ） パナマシティー

10 11/20 水 午前　第 3回合同評価委員会（評価レポートの最終打合せ） パナマシティー

午後　日本人専門家との協議

午前　第 4回合同評価委員会（評価レポート署名）

　　　合同運営委員会

11 11/21 木 　　　ミニッツ署名・交換 パナマシティー

午後　JICAパナマ事務所報告

　　　パナマ日本大使館報告

12 11/22 金 午前　パナマ発
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2．主要面談者

（1）経済財務省（MEF）

D. Cohen de Ruiz 国際技術協力課長

Kelvia Martinez 技術協力担当副主任

（2）農牧開発省（MIDA）

Pedro Adan Gordon 大　臣

Gonzalo Gonzalez 技術顧問

（3）パナマ大学（UP）

Julio A. Vallarino R. 学　長

D. Cordero プロジェクトマネージャー

M. Cuevas 飼料生産管理C／ P

L. Medina 　　　同

G. Gonzalez 　　　同

J. Quintero 飼養管理 C／ P

A. Santana 　　　同

V. Villareal 　　　同

R. Guardia 繁殖管理 C／ P

M. Lasso 　　　同

R. Sucre 　　　同

（4）パナマ側評価委員

Francisco Rdodriguez 農牧開発省畜産局長

Eira Rosas 経済財務省二国間協力調整員

Salomon Abrego 農業研究所畜産研究企画部長

Euclides Diaz 牛生産者協会事務局長

Belisario Villar 農業開発銀行技術担当副部長

（5）モデル農家

M. Bravo

D. & I. Deago

E. Hernández

J. Jiménez

J. M. Trillo

A. Vargas
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（6）国立農学校（INA）

Jose Domingo Rodriguez 学校長

高橋　貞雄 個別専門家

（7）在パナマ日本大使館

松津　光威 大　使

平出　哲夫 参事官

（8）JICAパナマ事務所

三澤　吉孝 所　長

大木　智之 所　員

C. Sambrano ローカルスタッフ

（9）日本人専門家

小林　春男 チーフアドバイザー

鈴木　和廣 業務調整

吉田　信威 飼料生産

花立　信二 飼養管理

岡田　真人 家畜繁殖

斉藤　英毅 普及手法（短期専門家）

（10）通　訳

D. Kanagy
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